
佐倉市条例第   号 

   佐倉市立児童センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 佐倉市立児童センター設置及び管理に関する条例（昭和５４年佐倉市条例第

１２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表佐倉市立志津児童センターの項中「佐倉市上志津１７６４番地６」

を「佐倉市上志津１６７２番地７」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２７年１２月１日から施行する。 


